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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）新複合施設についてほか 宮 入 健 誠 議員 

 （２）米の需給調整についてほか 朝 倉 国 勝 議員 

 （３）防犯活動についてほか 水 出 康 成 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（中嶋君） おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、１２番 滝沢幸映議員から欠席の届出がなされております。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（中嶋君） 最初に、５番 宮入健誠議員の質問を許します。 

５番（宮入君） ただいま、議長の許可をいただきましたので、これより通告に従いまして一般

質問をいたします。 

 改めまして、おはようございます。私たち議員も４年任期のうち、半数の２年が経過しまし

た。この２年間を振り返りますと、正直申し上げて何とか先輩議員についていくのが精一杯で

した。後半の２年間につきましては、前半の経験を糧に、町民の皆さんの負託に少しでも応え

られる活動を目指してまいりたいと考えております。 

 また、５月２０日に開催されました令和７年第２回坂城町議会臨時会におきまして、議長、

副議長の改選がなされ、その後に各常任委員、議会運営委員、特別委員、一部事務組合議会議

員の改選・選任が行われ、２年前と同じく気持ちも新たに緊張感を持って臨む所存であります。 

 さて、今回の一般質問は、新複合施設建設についてと高齢者を取り巻く状況についてお聞き

します。 

 新複合施設建設については、令和６年２月の議会全員協議会において配付されました資料、

坂城町新複合施設基本構想・基本計画（素案）概要の新複合施設の設計・建設スケジュールに

よりますと、６年間の内容が示されており、前半の令和４年度は、坂城町新複合施設の方向性

の検討、令和５年度は基本構想・基本計画の策定、令和６年度は基本設計とされており、スケ

ジュールの約半分が経過しました。 

 後半については、令和７年度が実施設計、令和８年度は建設工事、令和９年度は解体工事

（老人福祉センター等）となっており、新複合施設は、令和９年度４月頃の供用開始を目指し
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ますと明記されております。目指すとされる供用開始までは、既に２年を切っております。 

 坂城町においては、平成１４年にオープンしましたびんぐし湯さん館、平成２７年度の南条

小学校の建設以来の、建築面積では大型建設工事となります。今回の新複合施設建設について

は、住民の関心度も日に日に高まっておりますことから、いくつかの確認をお願いします。 

 以上のことから、これまでの事業の経緯と今後の事業進捗について、一般質問をいたします。 

 １．新複合施設建設について 

 イ．これまでの事業計画について 

 １、これまでのスケジュールの状況については。 

 ２、令和６年度に実施した基本設計の経過と内容は。 

 ３、これまでに実施した事業内容と費用については。 

 ロ．今後の事業進捗について 

 １、実施設計において検討していく内容は。 

 ２、環境と省エネへの配慮として、どんな対応を検討しているか。 

 ３、災害時における福祉避難所としての活用を考えた経緯は。 

 ４、事業全般にわたり専門的知識を有する人材を確保しては。 

 ５、多くの町民の交流の拠点となるための施策の考えは。 

 以上の質問について答弁をお願いします。 

町長（山村君） ただいま、宮入議員さんから、１番目の質問としまして、新複合施設建設につ

いてのご質問をいただきました。順次お答え申し上げます。 

 さて、新複合施設の建設につきましては、少子高齢化や人口減少が進む近年の我が国におい

て、高度経済成長期に建設された多くの公共施設の老朽化対策が全国的に大きな課題となる中、

当町における公共施設等の総合的かつ計画的な管理の基本方針として平成２９年３月に策定し

ました坂城町公共施設等総合管理計画、令和２年３月に策定しました坂城町公共施設グランド

デザインにおいて、老朽化が進む保健センターと老人福祉センターを、複合施設として更新し、

福祉・保健機能の強化を図ることとしたところであります。 

 また、令和３年３月に策定しました坂城町公共施設個別施設計画におきましては、福祉・保

健機能に加え、図書館や子育て支援センター機能の付加によるサービスの充実と、幅広い世代

のつながりや交流を創出する施設として整備することとして、具体的な検討を進めてきたとこ

ろであります。 

 さて、ご質問のイ．これまでの事業計画についてのこれまでのスケジュールの状況について

でありますが、新複合施設につきましては、令和５年度において、施設が目指す方向性やコン

セプトを明確にするとともに、施設の設計案を立案する上で、踏まえるべき基本的な要件を示

した坂城町新複合施設基本構想・基本計画を策定したところであります。 
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 また、さきに申し上げました坂城町公共施設個別施設計画における、令和６年度に基本設計、

７年度に実施設計、８年度から９年度にかけて建設工事というスケジュールに沿って事業を進

めているところであります。 

 次に、令和６年度に実施しました基本設計の経過と内容についてのご質問でありますが、ま

ず経過といたしましては、設計業者をプロポーザル方式により、金額だけでなく、基本構想・

基本計画に示した諸要件を踏まえ、施設の目指す姿を独自の発想と工夫で具現化できる提案を

した業者を選定いたしました。 

 そして、提案された平面図の素案を基に、施設利用者の皆さんや関係各所の職員と１０回に

わたるワークショップ形式での意見交換を行い、それらを反映した設計図案を建設委員会にお

いてお示ししてまいりました。 

 その後、３回の建設委員会を通じて委員の皆さんからご意見をいただくなど、広く施設イ

メージの共有を図りながら進めてきたところであります。 

 続いて、基本設計の内容につきましては、多様な人の居場所になる施設、使いやすい施設、

わかりやすい施設を目指す施設像に掲げ、平屋建てで子育て、保健、福祉の各部門をつなぐ交

流の広場・会議室・図書スペースなどから構成され、伝統的な小屋組の温かみを融合させ、歴

史ある街並みと美しく調和するデザインといたしました。施設の構造や全体のレイアウト、各

室の配置、備えるべき機能や設備などについては、先ほど申し上げましたように、様々な皆さ

んからのご意見を踏まえながら取りまとめ、本年３月に設計が完了したところであります。 

 今回の基本設計では、平面図だけではわかりにくい、施設や空間のスペース、広がりを捉え

ていただきやすいよう、パース図を積極的に用いる中で、イメージの共有を図ってきたところ

であります。 

 また、本年３月２８日に開催しました基本設計に係る住民説明会において頂戴したご意見に

つきましては、今後の実施設計の中で活かせるものは考慮してまいりたいと考えております。 

 次に、これまでに実施した事業内容と経費についてのご質問でありますが、令和５年度は、

基本構想・基本計画の策定支援及び用地測量に係る委託料が約１，７４０万円、視察や会議な

ど建設委員会等に係る経費が約２７万円、令和６年度は、基本設計業務及びコンストラクショ

ン・マネジメント業務等に係る委託料が約４，１８０万円、建設委員会等その他の事務経費が

約３６万円であります。 

 続いて、ロ．今後の事業進捗についてのご質問にお答えいたします。 

 初めに、実施設計において検討していく内容といたしましては、建設委員会をはじめ、町民

の皆様のご意見をいただきながら決定した、施設の役割や規模、構造、レイアウトといった基

本的な枠組みの中で、細やかな設備や備品などを検討してまいります。 

 次に、環境と省エネへの配慮としてどのような対応を検討しているかとのご質問であります
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が、新複合施設においては、空調や動力、照明等、高効率、省エネルギーに優れた機械設備や

システムを採用することとしており、基本設計における環境性能としましては、省エネによる

一次エネルギーの消費量削減率５０％以上のＺＥＢ Ｒｅａｄｙとしておりましたが、実施設

計におきましては、委員の皆様からご意見をいただき、太陽光発電設備及び蓄電池設備による

創エネについても進めてまいりたいと考えております。 

 次に、災害時における福祉避難所としての活用を考えた経緯はに関するご質問にお答えしま

す。 

 町地域防災計画におきましては、施設に統合される保健センターは救急活動拠点施設に、老

人福祉センターは要援護者収容施設に指定されており、複合施設建設後はこの二つの施設が同

じ施設となりますので、医療や福祉に係る人的・物的な対応が比較的容易にできる状況にある

ことから、一般の方を受け入れる避難所とは区分した福祉避難所としての役割が期待できるも

のと考えているところであります。 

 また、福祉避難所につきましては、主に高齢者や障がい者、乳幼児など、要配慮者の受入れ

が想定され、内閣府令が定める基準では、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じ

られ、相談等を受けることができる支援体制の整備や、要配慮者を滞在させるために必要な居

室が可能な限り確保されていることとされておりますが、新複合施設につきましては、耐震性

や耐火性、耐久性など施設の安全性はもとより、バリアフリーで空調も完備し、停電時に備え

た非常用発電機を整備するほか、水や食糧など一定の備蓄についても対応してまいりたいと考

えております。 

 こうした点を踏まえて、今後、具体的な対象者の範囲や避難所の指定について、福祉関係部

局や防災担当部局も交えて検討を進める必要があると考えております。 

 次に、専門的知識を有する人材の確保についてのご質問でありますが、新複合施設につきま

しては、異なる役割を担う施設が複合化されることで、それぞれの機能を果たしながらも、相

乗的な効果を発揮するための連携が図りやすくなることに加え、施設を訪れる皆さんが快適に

お過ごしいただけるとともに、新たな交流を促進する空間づくりが求められており、ハード、

ソフトの両面での専門的な知識が必要となっております。 

 こうした点に鑑み、町では、発注者の立場で事業全体をサポートしていただくため、ほかの

複合施設建設に携わるなど豊富な経験を有する建築設計事務所及びソフト事業の構築に実績が

ある特定非営利活動法人による共同企業体にコンストラクション・マネジメント業務を委託し、

着実な事業進捗を図っているところであります。 

 これまでの基本設計段階におきましても、コンストラクション・マネジャーは、設計業者と

の打合せには必ず同席し、基本構想・基本計画で示した要件に合致した設計がなされているか、

施設規模等に照らした法的要件をクリアしているかなど、専門的・技術的観点での助言に加え、
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ワークショップにおける意見の取りまとめや設計への反映についても支援をいただいてきたと

ころであり、今後も専門的知識を有する設計業者と町との仲介役として、ハード、ソフトの両

面でのサポートをお願いしたいと考えているところであります。 

 最後に、多くの町民の交流の拠点となるための施策の考えはについてのご質問でありますが、

新複合施設につきましては、単なる建物の整備にとどまらず、これまでの町の施設にはない、

町民の皆様が世代や立場を超えて集える空間を広く配置しており、それぞれの方が思い思いに

過ごしていただけるとともに、子どもから高齢者まで多様な世代が集うコミュニティ活動の拠

点になるものと考えているところであります。 

 また、隣接する図書館や文化センター等と連携して、新たな交流や生きがいづくりを促進す

る場としても期待しているところであり、こうした効果を最大限に生み出せるよう、新たな発

想の下、どのような施策ができるのか、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、これからの実施設計においては、施工に向けた細部の詰めを行っ

ていくとともに、関係者とのヒアリングなどで寄せられた意見などを勘案し、建設委員会で確

認をいただく中で、必要に応じて住民説明会の開催を検討してまいりたいと考えており、引き

続き基本構想・基本計画に沿って、全ての人が安心できる居場所になるとともに、人がつなが

り、笑顔がつながるｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇの実現空間となるよう検討を進めてまいりたいと考

えているところであります。 

５番（宮入君） １点、再質問をお願いしたいと思います。資料、坂城町新複合施設基本構想・

基本計画（素案）概要の中で、新複合施設の延床面積の上限を３千平方メートル、建物本体工

事費の上限を１８億円とすると明記されておりますが、ただし、外構・造成、什器・家具備品

工事、立体駐車場、連絡通路、防災倉庫は別途と明記されております。 

 １として、事業計画当初より別途とした理由について。 

 ２、供用開始までの時間を考慮し、基本構想や基本計画を踏まえた今後の建設スケジュール

と、それに伴う予算計上の時期についてお聞きします。 

 以上の質問について答弁をお願いします。 

企画政策課長（長崎さん） 再質問にお答えいたします。 

 ご質問の外構・造成工事などの事業計画を本体工事と別途とした理由につきましてでござい

ますが、本事業の主体となるものは本体の建設であり、本体の形状や配置により、外構や造成

工事は大きく変わってまいります。先ほど町長から答弁いたしましたとおり、本事業の設計に

つきましては、設計業者それぞれの提案を審査するプロポーザル方式により決定いたしました

が、一定の条件を設け、施設本体を中心に広い視点で独自の発想や工夫により、建設事業全体

の提案を促す観点からも、外構・造成工事などについては別途としたところでございます。 

 次に、今後のスケジュールなどについてのご質問ですが、新複合施設の本体工事を令和８年



 

－ 51 －  

度に、既存施設の解体工事及び外構工事等を令和９年度に実施する予定であり、予算につきま

しても、各工事の実施年度に合わせて計上してまいりたいと考えております。 

５番（宮入君） ただいまは、町長並びに担当課長より、各項目再質問について丁寧な答弁をい

ただきました。私も民間企業時代において工場建設に携わった経験から、建設工事が始まりま

すと、当然のごとく大小様々な問題が発生し、それに直面することになると思います。その際

のスピード感を持った対応がスケジュールの状況に大きく影響します。本格的な建設工事の日

程が開示された頃に次なる一般質問を予定したいと思い、次の質問に移ります。 

 ２．高齢者を取り巻く状況について 

 昨年、２０２４年は、働き方改革における物流問題が取り上げられました。また、６月５日

の信濃毎日新聞には、２０２４年に生まれた子どもの数、出生数は６８万６，０６１人で、

１８９９年の統計開始以降、初めて７０万人を割り込んだ。前年、２０２３年との対比におい

ても、４万１，２２７人（５．７％）減で、全都道府県で減少したと報じました。 

 今年、２０２５年問題としては、日本人口の約５人に１人が７５歳以上となり、いわゆる団

塊の世代が全て後期高齢者となり、超高齢化社会において医療・介護・経済に影響を及ぼすと

されており、２０４０年代には第二次ベビーブームに生まれた方が６５歳を迎え、さらに高齢

者の割合が高まると予想されております。 

 坂城町においても、令和６年３月に高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画が、第８期計

画の「健康でいきいきと暮らせるまちづくり」の基本理念を継承して開始され、今年が３か年

計画の２年目となります。その中で、今回は高齢者福祉計画に関連した内容についてお聞きし

ます。 

 イ．高齢者等の状況について 

 １、直近過去３年の人口と高齢化率の状況は。 

 ２、高齢者世帯の状況は。 

 ３、独居高齢者への支援については。 

 ロ．高齢者が元気で生活するために 

 １、元気高齢者の活動の場は。 

 ２、介護予防の取組状況は。 

 ３、健康への関心を高める施策は。 

 ハ．自治区に於ける活動状況について 

 １、シニアクラブの現状は。 

 ２、高齢者祝賀会の内容と状況は。 

 ３、各自治区への働きかけは。 

 以上の質問について、答弁をお願いします。 
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福祉健康課長（鳴海さん） ２．高齢者を取り巻く状況についてのご質問に順次お答えいたしま

す。 

 我が国の総人口に占める高齢者の割合は、昭和２５年以降、一貫して上昇傾向にあり、昭和

６０年には１０％、平成１７年には２０％を超え、令和６年１０月１日現在は２９．３％で過

去最高を記録しており、高齢者を取り巻く状況は、医療・福祉の在り方、社会保障制度の財政、

経済活動への影響など様々な課題が挙げられ、今後、地域で支える地域包括ケアシステムがま

すます重要となってくるところであります。 

 初めに、イ．高齢者等の状況についてのご質問でありますが、当町における過去３年の人口

と高齢化率は、県が公表する市町村別人口高齢化率等の状況によりますと、いずれも４月１日

現在のもので、令和５年は人口１万３，４６７人、高齢化率３６．９％、６年は人口１万

３，２６７人、高齢化率３７．３％、７年は人口１万３，０１４人、高齢化率３７．８％と、

人口減少と高齢化は年々進行している状況であります。 

 また、高齢者世帯の状況につきましては、施設入所等を除く一般世帯のうち、高齢者の単身

あるいは夫婦のみの世帯数は、直近の国勢調査の結果に基づきますと、令和２年の

１，５９２世帯を基準に、１０年前の平成２２年は１，２５５世帯で３３７世帯の増加、さら

に２０年前の平成１２年８００世帯と比較しますと、約２倍となっています。 

 当町の一般世帯に占める高齢者夫婦世帯の割合は、令和２年１６．８％であり、全国

１１．７％、長野県１３．６％と比較していずれも上回っており、全国の世帯状況を見まして

も３世代の同居世帯は減少する一方、高齢者のみの世帯は増加傾向にあることから、これらの

対応や支援が地域や行政に求められています。 

 また、高齢者の単身世帯、いわゆる独居高齢者への支援といたしましては、民生児童委員さ

んの見守りをはじめ、安心して地域での生活が継続できるよう、必要とされる方に高齢者の福

祉サービスを案内し、ご利用いただいております。 

 サービスの一つとして、ご自身や遠方で暮らすご家族が、独居者の健康や生活面についての

不安などを少しでも和らげるため、独居の申出をいただいた方を対象に、保健師や看護師が自

宅を訪問し、疾病予防や健康相談・生活指導などを行う訪問事業を町社会福祉協議会に委託し

実施しており、あわせて社会参加への働きかけや人とのふれあう機会を提供しています。 

 また、独居高齢者の見守り事業として、２４時間対応可能なあんしん電話を無料で貸与し、

緊急時の駆けつけと体調に関する相談を受けるほか、昼食時に安否確認を併せて行う配食サー

ビスを実施しているところであります。 

 次に、ロ．高齢者が元気で生活するためにのご質問にお答えいたします。 

 高齢化の進展に伴い、人生１００年時代を見据える今、定年後も元気な高齢者は多く、これ

らの高齢者が社会を支える側になることや、趣味やボランティアをはじめとする地域活動等、
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積極的に社会と関わっていくことが重要となっております。 

 ご質問の、元気な高齢者の活動の場といたしましては、生涯学習やシニア大学、スポーツ交

流等様々な活躍の場がありますが、高齢者が生きがいを持ち、いつまでも自立して暮らすため

の社会参加の一つに、自らの知識や経験を生かし活躍できる、地域のシルバー人材センターが

あります。 

 このシルバー人材センターは、年齢に関わりなく生涯現役で活躍できる就業の機会を確保・

提供し、会員同士の交流や健康の維持増進を図るとともに、地域社会に貢献する組織として地

域のニーズに応える事業展開が行われています。 

 町では、町民の方が会員にもなります、更埴地域シルバー人材センターの運営に携わるとと

もに、元気で就労意欲にあふれ、豊かな経験を持つ高齢者の方が安心して働ける地域社会を目

指しており、今後、さらに高齢者の社会貢献活動は期待されているところでもあります。 

 次に、介護予防の取組状況といたしましては、要介護認定前の高齢者を対象に、参加者同士

が楽しみながら健康体操や脳トレを行ういきがい広場の活動は、加齢に伴い誰もがなり得る認

知症の予防にも効果があるとされており、要介護状態への移行抑止につながっております。 

 また、高齢者の健康増進を図り、心身の多様な課題に対しきめ細かな支援を行うため、

７５歳以上の後期高齢者保健事業と、７４歳までの国民健康保険被保険者に対する保健事業、

介護保険制度における地域支援事業とを、町が一体的に実施する仕組みにより、効果的な健康

づくりを推進しているところであります。 

 この事業は、高齢者一人一人の健診データや医療・介護等の情報を基に、地域の健康課題を

分析するとともに、要介護状態になるおそれのある高齢者に対して、栄養士の訪問指導に加え、

健康に関する講座や学習会を開催するものであります。 

 この中でも、身体への負担が少なく椅子に座ってできる筋力低下予防の体操と、血圧や食に

ついての学習会を組み合わせた血流アップ体づくり講座や、心電図に異常所見が見られる方を

対象に行う心電図学習会では、健診結果と生活と食の関係を結びつけた学習により、疾病の重

症化予防や介護予防にもつながっているところであります。 

 次に、健康への関心を高める施策といたしまして、いつまでも健康で長生きしたいという理

想の実現化に向け、最も重要なのはご自分の健康状態を知っていただくことであり、６５歳か

ら７４歳までの国民健康保険加入者には、特定健診の受診勧奨を行い、受診後も結果について

わかりやすく説明し、より健康に興味を持っていただけるよう努めているところであります。 

 さらに、ストレッチ＆ウォーキング教室やストレッチヨガ教室といった運動教室では、体を

動かすことだけでなく血圧と体脂肪を定期的に測定することで、基準値との比較による変化を

確認できるため、ご自分の健康状態を把握し参加者自らが健康を意識する健康づくりに取り組

んでおります。 
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 続きまして、ハ．自治区における活動状況についてのご質問にお答えいたします。 

 初めに、シニアクラブについてのご質問でありますが、シニアクラブは、地域のつながりや

生きがいづくり、世代間交流への積極的な参加などにより、健康で明るい地域づくりの推進を

図る高齢者の自主的な組織として、幅広い活動を行っています。 

 町シニアクラブの主な活動内容といたしましては、マレットゴルフやスマイルボウリング、

カラオケ大会の開催、町文化祭への参加のほか、草刈りや清掃作業、地域の環境整備など、高

齢者が生き生きと様々な場面で活躍されております。 

 令和６年度においてのクラブ数は９クラブ、会員数は８２４人でありますが、クラブ数及び

会員数は年々減少している状況であります。 

 全国的にもこれらの数は減少傾向にあり、その理由として高齢化が進む中で役員の後継者不

足によるクラブの解散や、高齢者の生活の変化に伴い活動範囲が広がったことによる新規加入

の減少が挙げられています。 

 町におきましては、シニアクラブと懇談の機会を設けており、シニアクラブの活動が会員同

士の交流を深め、孤立防止や地域での防災力強化につながるといった、地域の支え合いの役割

を担っていただいていることから、その存在は、地域コミュニティーを維持するためには重要

なものであると考えております。 

 次に、高齢者祝賀事業についてのご質問でありますが、本事業は高齢者の長寿を祝い、地域

住民が集い一層の結びつきを深めるために、各地区等が実施主体として祝賀行事を行った場合

に、その経費の一部を町が補助しているものであります。 

 各地区における祝賀行事の実施状況につきましては、令和５年度は新型コロナウイルス感染

症が５類に移行した直後であり、高齢者への感染や重症化が心配されたことから、実施した

１６地区のうち、公民館等に高齢者を招き食事会などを行った地区は２地区でありました。 

 しかし、６年度におきましては、実施した１４地区のうち７地区が様々な催しを企画し、高

齢者同士のつながりや区民を交えた温かい雰囲気の中親睦を深め、楽しい時間を過ごされたと

お聞きしております。 

 このように徐々に地域の行事等もコロナ禍前の事業形態に戻りつつあり、対面での会話や多

世代の交流は、顔の見える関係を築くことができ、日頃からの関わりが増えることで、防災の

面でも役立つものと捉えております。 

 次に、これらの活動に関する自治区への働きかけといたしましては、町内全区長・分館長宛

てに高齢者祝賀事業の実施について、補助金制度の案内を通知し、より多くの地区で開催され

るよう周知に努めているところであります。 

 また、この事業を有効に活用して地域の結びつきをさらに深めていただきたいことから、既

に実施している地区の事業内容やその成果を共有できるよう、広報や町ホームページへの掲載



 

－ 55 －  

により広くお伝えしていきたいと考えております。 

 加えて、このような行事だけでなく、高齢者が自らの健康を意識し、仲間と一緒に活動する

地域支援グループについては、地域の一員であれば誰でも参加でき、活動内容をグループ内で

検討し決定できるため、地域の特性に応じた活動を行っています。 

 これらの活動につきましても、各地区において実施の輪が広がり、新たなグループの立ち上

げにつながるよう、社会福祉協議会が地域との関わりの中で活動の紹介や相談を行い、町にお

きましてもグループの継続と、活発な活動への相談支援に努めているところであります。 

 今後も日本の高齢化は進み、元気な高齢者が支援を要する状態になっても、住民同士のつな

がりや支え合いにより、高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、社会福祉協議会を

はじめとする関係機関や団体との情報共有・連携により、高齢者福祉計画及び第９期介護保険

事業計画の基本目標でもあります、高齢者が生きがいや役割を持ち、安心して自分らしい生活

ができる地域づくりの構築に向け、様々な福祉施策の推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

５番（宮入君） ただいまは、担当課長より各項目について丁寧な答弁をいただきました、私も

２０２２年から２０２３年の２年間、地元地区の公民館長を経験いたしました。その中で高齢

者祝賀事業において、いかに多くの住民に事業に対する興味を持ってもらうかが最大の課題で

した。幸いにもご協力いただいた関係者の多大なるご尽力もあり、参加者の方からよかったよ

というお褒めの意見もいただきました。 

 このことから、町内２７の自治区における情報の共有化を図り、高齢者の参加意識が少しで

も高まればと考えます。町におきましても、自治区とさらなる連携を図っていただき、高齢者

を対象とした催物の開催・検討をお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

議長（中嶋君） ここで１０分間、休憩をいたします。 

（休憩 午前 ９時４１分～再開 午前 ９時５１分） 

議長（中嶋君） 再開します。 

 次に、１１番 朝倉国勝議員の質問を許します。 

１１番（朝倉君） ただいま、議長より発言の許可がありましたので、通告に従い一般質問を行

いたいと思います。 

 今回、私の質問は、米の需給調整についてと放置竹林の二つのテーマについて質問を行いた

いと思います。 

 第１点目は、今、全国の家庭で主食でありますお米が高騰し、各家庭では大変苦慮をしてお

ります。今テレビを見て、５キロのお米、備蓄米をお買いになって、前日の夜から並んで買っ

ていただく、そういう人が非常に増えているという大変苦慮している状態が毎日放映されてい

るわけです。そんなことでございますので、この改善については、国民的な課題として議論が
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巻き起こっておるところでございます。まさに百家争鳴の議論がマスコミや政界においても展

開をされているところでございます。 

 お米は、私どもの主食の食料であります。ご案内のように、我が国では１９４２年に政府が

米や麦等の生産、流通、価格を管理する制度として制定し、戦時中の食糧不足を背景に、食糧

管理法が制定されました。１９９５年にはこの食糧管理法に大変な赤字が発生いたしまして、

それに伴い食糧管理法は廃止され、その後、食糧法が制定されたことは、ご存じのとおりでご

ざいます。 

 この法律の施行に伴い、米の流通は国の管理から自由化され、市場の原理に基づき価格も決

定する形となりました。しかし、米の価格を維持する中で、農家での再生産ができるように需

給調整政策、いわゆる減反政策は半世紀にわたり現在まで継続して続け、展開されておるとこ

ろはご承知のとおりでございます。 

 我が国では、水田でのお米の生産はフル生産をいたしますと約１，４００万トンの生産が可

能であります。現在の国民全体の消費量を考えますと６５０万トンから７００万トンと言われ

ており、フル生産をすると多くの余剰米が発生し、価格は暴落する可能性があります。そのた

めに、政府は水田の面積の約４５％を減反して、転作の作物の栽培による価格維持ができるよ

うな対策として、減反政策や需要調整政策が実施されているところであります。 

 ところが、近年の異常気象による高温障害が水稲栽培にも大きな障害を発生させ、令和５年

度は全国的に大きな減収の発生を見ました。必要量に対して約４０万トンから５０万トンの減

収と言われております。その影響がありまして、お米の先食いが市場で発生し、昨年、今年と

市場での米不足による価格の高騰の異常が全国の家庭を巻き込んで大問題へと発展した経緯と

理解をしているところであります。 

 現状は、主食であるお米が高騰というよりも、暴騰に近い値上がりであります。まさに平成

５年の冷夏による米の高騰と同様な実態であります。今回は売価が２倍に跳ね上がり、他の食

品の値上がりも含めて考えますと、全国の家庭では大変な出費の増加でございます。そのため

に、エンゲル係数も昭和５１年以来２８．３％と最大値を記録しております。この状況は大変

な異常の状態であり、国民的にも早急に政府に手だてをしていただいて、適正な価格と適正な

量を市場に整備し、混乱の終息を図るべきと考えるところでございます。 

 そこで、今回のこの事態を招いた原因を私なりに分析してみますと、生産量と米の消費量に

ついてですが、米の消費量は年間６４０万トンから７００万トンと言われております。消費量

は食事の洋食化が進行して、昭和６２年では１人当たり１１８．３キログラムであったと言わ

れておりますが、令和５年では５１．１キログラムと半減している状況であります。この消費

量の激減に対応するために、需給調整政策による減反政策が開始され、特に今回インバウンド

の増加で消費量が増えたんじゃないかという指摘もございますが、これも調べてみますと、令
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和５年では前年比３４％の増加と言われておりまして、推定で７万トン程度が増加していると。

もうこういうことが言われておりまして、全体に占めるインバウンドの割合は０．４％程度と

言われておりまして、今回の米騒動にはあまり影響のない数字であるというふうに専門家は

言っております。 

 続きまして、米の生産量と農地の状況を考えてみますと、米の生産量についてですが、我が

国での水田でフル生産した場合は１，４００万トンの生産が可能と言われておりますけれども、

今回の消費量の関係からすると４５％ぐらいの減反をしないと米がだぶだぶになりまして、米

価の下落につながってしまうということで、減反政策を続けております。 

 水稲栽培と他の畑の状況を分析してみますと、１ヘクタール未満の農地は５２％で水田の面

積が８％だそうです。それから３０町歩以上の農地は２．４％で水田面積４４％であります。

したがって、中山間地に圃場が多いということが理解できるところであります。 

 また、兼業農家が大幅に減少いたしまして、大手の担い手の専業農家が誕生しております。

後継者の不在、米価の下落により、専業の担い手が地域でお米の生産の主力として頑張ってい

る傾向が強いわけでございます。 

 また、土地の所在地別では、中山間地３５万戸、平地農家２万戸で、この土地の状況を見ま

しても、中山間地に多く点在しておりまして、この部分におきましては、耕地の整備が進んで

いない状況でございますので、なかなか近代化した農業が難しいという現状でございます。 

 それから、お米の原価について考えてみますと、お米の原価でございますが、一番安いと言

われているところがアメリカのカリフォルニアのお米であります。原価はキロ１００円であり

ます。日本で最先端の水稲栽培をしている農家は、田植をしないで直まき栽培をして省力化を

図っている農家の方の原価がキロ１７０円だそうであります。この栽培地は、私どもと同じよ

うな中山間地であります。このようなことから、進んだ農法をやっている日本の農家にあって

もですね、外国産との原価の差がまだ非常に多いという状況がわかります。 

 １９４２年から１９９５年までの食管法の下で、米の生産、流通、消費の管理を国が統制し

ていましたが、消費の大幅な落ち込みにより赤字が拡大、１９９５年に食管法は改正され、食

糧法が制定されたわけですけれども、食料の安全保障の観点から、米・麦といった国内の主要

作物についての流通や価格安定を図る目的で新たに施行された食糧法でありますけれども、栽

培面積の指示以外は民間にシフトされ、市場原理による流通、価格の決定等が民間の中で動い

ております。これが現在に至っております。 

 食糧法の制定により、お米は自由に売買ができるようになり、米の流通も大幅に変化し、専

業農家とお米の販売店の直接取引が活発化し、下落していた価格は今回の米不足により価格の

高騰、市場での米不足が発端となり、量の確保が流通過程で激化。それが価格の上昇へとかじ

を切り、令和５年の大幅減収と異常気象による収量の低下が年々続いておるという状況の中で、
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お米の量の不足から価格の高騰の仕組みになったものと考えております。 

 昔から米価の価格は非常に供給がだぶつくと下落し、量が少なくなると高騰すると言われて

おります。今回もまさにその状況が現れたものではないかというふうに考えております。 

 次に、お米の保存、賞味期限について考えてみますと、保存はもみ保存か玄米保存のいずれ

かになりますが、小規模農家では常温でのもみ保存がおおく、規模が大きくなると玄米保存が

主流となります。 

 お米は、保存時から酸化が始まりますので、適切な管理が必要になります。そのため、温度、

湿度、場所の設定が重要なファクターになります。備蓄米では、保存が長くできるように温度

は１５度、湿度は６０％から６５％の冷暗な場所で管理を徹底しております。お米は１０度か

ら酸化が始まります。また、１５度から２５度で虫が発生する状況になります。 

 長期の保存には、温度、湿度、場所の管理が求められます。賞味期限についてでございます

が、精米後２５度で２か月、２０度で３か月、１５度で５か月、未開封のお米は６か月、精米

後は１か月から２か月が賞味期限と言われております。このようなことから、お米は収穫から

酸化が始まり、劣化が進行します。したがって、保管設備の整った施設での管理をしないと食

味が落ちますので、流通には誰でも参入できるわけではなく、保管庫が必須条件となります。

したがって、今回の価格高騰は市場の米不足が最大の原因ではないかと考えます。 

 このように価格高騰の原因を私なりに調査をしてみましたが、まとめてみますと、一つは米

が食糧法の施行により自由に取引ができる形になり、国は価格維持と生産量の過剰をなくすた

めに減反政策を継続してきておりますが、作付面積を管理するだけでうまく回るというような

判断で、収量の精査や市中在庫の把握が食糧事務所の縮小等により、この情報把握が曖昧で、

特に高温障害での継続した現象に対する処置が適切でないため、現在お米の不足となり、それ

が価格高騰へとつながったものと思います。 

 政府は、作付面積のみの関与ではなく、農家の販売価格、消費者への購入価格についても市

場での適正価格での流通ができるように、価格についても今後何らかの関与ができる仕組みづ

くりが必要ではないかと考えたところでございます。 

 そこで、町の需給調整、いわゆる減反政策の状況について伺いたいと思います。 

 イ．需給調整について 

 １、令和６年度における水田栽培可能面積は。また、主食米、加工米、飼料米の作付面積は。 

 ２、転作品目上位５品目は。面積ベースでお願いいたしたいと思います。 

 ３、荒廃している水田の面積は。 

 ４、過去５年間の減反政策の重点実施事項は。 

 ロ．転作補助金の推移は 

 １、国・県からの補助金はあるのか。 
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 ２、令和６年度における町の転作補助金の交付実績及び交付対象面積は。 

 ハ．米の需給調整政策に対する考え方は 

 １、食料需給率の向上、水資源の涵養や洪水防止、主食の米価安定に対するため、国の支持

の下で行われている米の需給調整は、早急に廃止して米の増産にかじを切るべきと考えるが、

町の考えは。 

 ２、町も新たな農業施策を立案して事業化を希望するが、その考えは。 

 以上について、町の考え方をお伺いしたいと思います。 

町長（山村君） ただいま、朝倉議員さんから１番目に質問としまして、米の需給調整について、

イ、ロ、ハとご質問いただきました。その質問の前に、大変詳しく現状分析もしていただきま

した。私からは、イ、ロ、ハの中のハの米の需要調整政策に対する考えはについてお答え申し

上げまして、イとロにつきましては、担当課長から答弁いたします。 

 今お話がありましたように、現在、全国のスーパーにおける米の平均価格が、昨年の２倍を

超える高値となっており、まさに令和の米騒動として、連日マスコミが報道しております。政

府におきましては、３月以降、米の需給を緩和させるため、備蓄米の放出を行い、米の価格引

下げに向けて取り組んでいるところであります。 

 こうした状況の要因として、農林水産省は、ＪＡ全農など主要な集荷業者を通る従来の流通

経路に米が集まらず、一部の業者が高値で買い占めたことが原因の一つと考えられるとしてい

る一方で、民間のシンクタンクでありますキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁

氏は、「国（農水省）による減反政策や現在の需給調整の失敗で米の供給量が不足している」

とし、国あるいは農林水産省とは全く異なる見解を示されています。 

 また、国では６月５日に米の安定供給に向け、米政策の在り方を議論する関係閣僚会議の初

会合を開催いたしました。昨年から続く米価上昇の原因や政府の対応を検証して、課題の洗い

出し作業が行われ、来年夏に具体的な方向性が集約される予定となっております。 

 さて、ご質問のお米の需給調整を廃止し、増産へかじを切る考えについてでありますが、米

の需給調整につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律を根拠とする米穀の

需給及び価格の安定に関する基本指針に基づき、国・県・町が足並みをそろえて進めている施

策で、減少人口や食の多様化が進む昨今において、長期的に米の需要量が減少していくという

予測の下、過剰な供給を未然に防ぎ、適正量を生産することによって需給バランスを保ち、米

価の安定を図ることを目的とした制度であります。 

 冒頭申し上げました山下一仁氏は、需給調整を廃止して米を増産し、米不足の解消を図ると

ともに、積極的に米の輸出を行う一方で、有事の際には輸出分を国内に流通させることにより、

国内の食料供給体制を強固にすべきである旨の見解を示されております。 

 米の需給調整につきましては、先ほども申し上げましたとおり、法律を根拠に国・県・町が
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足並みをそろえて実施するものでありますが、現在の米不足の状況から、現在の国の需給調整

制度につきましては、何らかの対応が必要ではないかと考えるところであります。 

 さきに申し上げました関係閣僚会議では、石破首相が「消費者が安心する価格で米を提供す

るとともに生産性向上を通じて安定的な供給を実現することが必要である」と述べる一方で、

「単純な増産では米価が下がり過ぎて農家が農業を続けられなくなるという懸念から、農家へ

の所得補償も検討する」としております。 

 ここに来て、需給調整制度の変わり目の時期に来ていると思われますので、町といたしまし

ても、今後の国の動向について注意深く見てまいりたいと考えております。 

 続きまして、町も新たな農業施策の立案と事業化をとのご質問でありますが、現在、当町に

おける水稲栽培は、少数の大規模農家が町内一円における多くの水田の耕作を一手に引き受け

営農・管理をしている状況が多く見受けられます。 

 しかしながら、当町のように小規模・不整形な水田が多く存在する地域では、農地の集積

化・集約化による生産の合理化を図ることが難しく、米の生産によって農業所得を伸ばすこと

も容易ではない状況にあります。 

 町といたしましては、今後、農業従事者や農業関係団体の皆さんから、農業生産に関する課

題についてご意見をお聞きしたり、国の施策を考慮する中で、町独自の農業振興策や支援策等

についても研究してまいりたいと考えております。 

 先ほど申し上げました講演会におきまして、キャノングローバル戦略研究所は、私もよく存

じ上げている研究者がいっぱいおられるんですけれども、理事長の福井俊彦さん、この方は元

日銀総裁であるわけですけれども、彼ともいろいろ話をしました。それから、山下さん以外に、

朝倉さんも多分よくご存じの宮家邦彦さんですね。元外交官で、今は経済評論家です。彼とも

いろいろ話しました。宮家さんからは、こういうことを言われました。一気に国の政策が変わ

るということは、短期的には非常に難しいかもしれないけれども、あなたのような人口１万

４千人ぐらいの坂城町でしたら、国を施策を踏まえて独自の施策を講ずることができるんじゃ

ないかというふうに大いに激励をされてまいりました。いろんなことを含めて考えていきたい

と思っております。 

 また、もう一つ我々が考えなければいけないのは、坂城町はものづくりの町でもあります。

限られた土地を有効活用し、農業のみならず、工業、商業などを含めた産業振興を図りながら、

バランスの取れたまちづくりを進めていく必要もありますので、今後、こうした全般的なこと

を考えながら対応してまいりたいと考えております。 

商工農林課長（北村君） １．米の需給調整についてのご質問のうち、イ、ロについて順次お答

えいたします。 

 まず、イ．米の需給調整の状況に関するご質問の令和６年度における水田栽培可能面積につ
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きましては、実際に、主食用米、加工用米、飼料用米が作付された水田のほか、麦や野菜、大

豆等の転作作物が作付された水田、並びに作付されていませんが、適切に管理されている水田

及び軽微な作業により作付可能な状況に復旧できる水田の面積の合計で、町内全体で２２６ヘ

クタールとなります。そのうち、米の作付面積につきましては、食用米が１０５．２ヘクター

ル、加工用米が１ヘクタール、飼料用米が３．２ヘクタールとなっています。 

 続いて、転作品目の上位５品目といたしましては、令和６年の作付面積ベースで最も多い品

目が麦で３２．２ヘクタール、２番目が野菜で１３．７ヘクタール、３番目が大豆で４．４ヘ

クタール、４番目が飼料用米で３．２ヘクタール、５番目が花卉・花木で１．５ヘクタールと

なっています。 

 続いて、荒廃している水田の面積についてでありますが、荒廃農地の状況確認を目的に例年

８月に実施している農地パトロールの集計結果によりますと、刈り払い機などで除草・細木の

除去を必要とする程度の荒廃水田は町内全体で１２．２ヘクタール、重機やチェーンソー等を

使用して立ち木の伐倒や抜根を必要とする荒廃水田は４ヘクタールでございます。 

 なお、これらの面積には、明らかに山林化しており、農地として復旧困難な水田は含んでお

りません。 

 続いて、過去５年間における減反政策（需給調整）の重点実施事項についてお答えします。 

 現在の米政策といたしましては、米価の安定化を図るため、需要に合った量だけを生産する

米の需給調整と、農地の有効活用や食料需給率の向上を目的とした経営所得安定対策の水田活

用の直接支払交付金とを一体的に推進しています。 

 水田活用の直接支払交付金は、国から農業者への交付金を直接交付する制度であり、主食用

米が作付されなかった水田の有効活用と、食料自給率が低いとされる麦や大豆などの戦略作物

の生産振興を促すことを目的に、それら作物の生産を行う農業者に対し、面積及び収量に応じ

て交付金を交付する制度であります。 

 この交付金においては、過去５年間で大きな制度の変更や各栽培品目における交付単価の変

更などはございませんが、令和４年度より新たな制度として畑地化促進事業が新設されました。 

 これは、水田を恒久的に畑地化して、野菜や果樹などの高収益作物や麦・大豆などの畑作物

の本作化に取り組む農業者に対して、面積に応じて交付金を交付するとともに、畑地化後、生

産が安定するまでの５年間にわたって交付金を交付する制度でございます。 

 これにより、米の生産面積を恒久的に抑制するとともに、農家所得の向上と食料自給率が低

いと言われる生産品目の生産拡大を促す施策であります。 

 続きまして、ロ．転作補助金の推移はについてお答えいたします。 

 まず、国・県からの補助金の有無についてでございますが、現在、転作を行う農業者に給付

される補助金は、先ほど答弁申し上げました国の水田活用の直接支払交付金のみであり、県の



 

－ 62 －  

補助金はございません。 

 また、町が事務局を務め、町内における米の需給調整や水田活用の直接支払交付金の事務を

担う坂城町農業再生協議会に対して補助金が交付されています。 

 協議会では、経営所得安定対策の普及・促進活動をはじめ、交付申請書などの書類の受付や

データ入力、対象作物の作付状況や作付面積の確認など、様々な実務を担っておりますので、

それらの運営経費相当額が経営所得安定対策等推進事業費補助金として、国から県・町を通じ

て坂城町農業再生協議会に交付されております。 

 坂城町農業再生協議会が交付を受ける当該補助金の推移といたしましては、令和４年度は

３２６万円、５年度は１３７万３千円、６年度が１３１万円となっております。 

 続いて、令和６年度における町転作補助金の交付実績及び交付対象水田面積についてお答え

いたします。 

 町単独事業の転作補助金は、需給調整の趣旨に基づき、町としても米の生産抑制、空いた水

田の有効活用及び転作を推進・奨励していくために行っている事業で、対象となる農家への補

助金の交付手続は坂城町農業再生協議会が担っております。 

 令和６年度については、町全体で５６ヘクタールの水田で転作が行われ、２３７名に対し

１２５万６千円の転作補助金を交付しております。 

 地域別面積の内訳といたしましては、坂城地区が３．４ヘクタール、中之条地区が１ヘク

タール、南条地区が３．４ヘクタール、村上地区が４８．２ヘクタールとなっております。 

１１番（朝倉君） 需給調整について、町の答弁をいただきました。再質問をさせていただきま

す。米の生産調整による米価の安定を主眼として様々な事業の展開がされております。減反政

策が実行されて以来、米価の下落はつい最近まで営農を継続できないレベルまで落ち込み、兼

業農家の離農が多く発生し、専業農家への農地集積が進み、まさに二極化している状況でござ

います。 

 このような状況の中で、一つとして、恐らく今後５年ぐらいになりますと、兼業農家での水

稲栽培の多くは専業農家へと移行することが推定されます。専業農家の育成支援についてどの

ように考えているかお聞きしたいです。 

 ２点目として、農業を守るために新たに参入を希望する個人・法人について、耕地の有効利

用や荒廃地を極力少なくする、多面的な機能を維持する観点から支援策をより拡充して、町内、

町外の農業従事者の確保を求めていかなければいけないわけですが、この点についてどのよう

に考えているか。また、農業に参入する場合には初期投資が多額となり、参入の障害となって

おります。これらについての対策はどう考えているのか。 

 ３として、米価の高騰のような事態が発生しますと、過去もそうでございますが、これから

も農地の確保に関する縛りが、国や県の条例や法律の改正シフトする例が過去多く見られてお
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りますが、当町のような面積の少ない町で中山間地に位置するところでは、土地の利用は大変

な知恵と工夫が重要なことだと考えております。農業も大変重要な産業でございます。町の発

展の歴史を考えますと、耕地面積の少ない中で生活の安定を求めて、拡大再生産のできる製造

業へと少ない土地を利用して転換をし、現在の製造業の町が成立していると判断しております。

町の歴史、経過を踏まえ、土地利用について、県・国への陳情要請活動を積極的にしていただ

いて、今後の土地利用について問題のないような形で展開をしていきたい。土地利用について

どういう考え方をお持ちか、再質問をさせていただきます。 

商工農林課長（北村君） 再質問に順次お答えします。 

 まず、一つ目の水稲栽培を担う専業農家への支援策についてお答えいたします。ご質問にも

ありましたが、現在、既に町内の多くの水田の水稲栽培を少数の大規模農家で担っていただい

ているという状況であります。将来にわたって町内の水田を適正に維持していくためには、水

稲栽培の担い手は非常に重要な存在ですので、今後、水稲栽培の専業農家をはじめ担い手と呼

ばれる認定農業者や認定新規就農者の皆さんにご意見をお聞きしながら、必要な支援策につい

て研究してまいりたいと考えております。 

 続いて、２番目の支援施策を拡充した農業従事者の確保策につきましてお答えさせていただ

きます。 

 新規就農者の確保につきましては、窓口での就農相談をはじめ各種就農相談会に参加したり

開催をしているほか、県や県関係機関との情報交換を行い、新規就農者の確保に努めておりま

す。 

 新規就農者向けの支援施策としては、国等の支援制度に加えまして、町単独でも住居助成事

業や農機具等購入助成事業を設けております。まずは、こうした制度のＰＲを行う中で、今後

も農業関係機関と連携を図りながら、新規就農者の確保・育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 続いて、三つ目の今後の土地利用に関する考えについてお答えいたします。 

 議員さんがお話しされましたとおり、坂城町の工業の発展につきましては、戦時中の疎開企

業の誘致や、町内の主要企業で技術を身につけた中堅社員がスピンオフし、企業を創業して

いったことが要因として挙げられますが、その背景として、耕作できる農地の面積が少なかっ

たことも要因して挙げられると考えております。 

 今後の土地利用につきましては、先ほど町長の答弁にもありましたが、限られた土地を有効

活用し、農業のみならず工業、商業なども考慮し産業振興を図っていく必要があります。国・

県に対しましては、機会を見る中で、土地利用に対する要望や要請などを行ってまいりたいと

考えております。 

１１番（朝倉君） ただいまご答弁をいただきました。いずれにしても米価が異常に高騰し、市
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場でのお米の確保に各家庭で大変苦慮している状況であり、この状況を早急に安定へと移行し

ていかなければいけないというふうに考えております。そういう面で、今回の需給調整を含め

て、農業政策の抜本的な改善ができますように、町も、そして国・県もこの現状を鑑みて、積

極的な農家の育成、そして安定して主食米が購入できるようなシステムづくりに適応し、求め

ていきたいというふうなことを考えているところでございます。 

 そのことを町としても積極的に展開していただきたいということをお願いして、次の質問に

移りたいと思います。 

 ２点目の質問は、放置竹林についてでございます。 

 イ．町の対応策はということで、現在、放置竹林は、私の上平区では河川愛護デーで、いつ

も区の全員が出て、河川の整備をしているわけですけれども、出浦川という暴れ川があるんで

すが、そのところに不在地主あるいは地権者不明の放置竹林が存在していまして、その撤去に

非常に時間を割いております。 

 特に、切ることは誰でもできるわけですけれども、その措置は、竹ですので相当長いものが

ありまして、置く場所もないものですから、のり面に置いているわけです。それが雨が降った

りなんかしますと川に流れ込みまして、豪雨等の状況が発生しますと、その竹が川に流れ込ん

でせき止めて、これが大きな決壊になるとか、そういう災害になることがあります。 

 住民の皆さんは一生懸命その処理に時間を割いております。これを専門業者に持ち込むとす

ると、相当の費用が発生するということもありまして、区としてもちょっと難儀で、どうしよ

うもないという状況で苦慮しています。 

 今回お願いしたいのは、切った竹の処置に町で何か支援をしていただく中で、防災という観

点からも何とかしたいということが今回の質問の趣旨でございます。 

 それと同時に、耕作放棄地の中にも放置竹林が存在していまして、私もそういう経験がある

んですが、ブドウを栽培していた横に放置竹林がありまして、３年ぐらい前に大雪が降ったと

きにですね、その竹やぶが倒れてきて、ブドウ棚が全部倒れちゃったということを私も経験し

ました。 

 そういうことで、町の放置竹林の処理を地権者の皆さんには責任を持ってやっていただくと

いうことも非常に重要なことでありますので、その辺の啓蒙についてもどのような支援をして

いただけるか、これについて質問をさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。 

商工農林課長（北村君） 放置竹林についてのご質問にお答えします。 

 近年、竹林の管理が適切に行われていない放置竹林が全国的に増加し、竹害と呼ばれる問題

が深刻化しております。 

 放置竹林が増えた要因といたしましては、古くから竹は建材や日用品などの素材として、ま

た、食材として広く利用されてきましたが、プラスチック製品の普及などの影響で竹の需要が
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減少したことや、輸入品の安価なタケノコが出回るようになったこと、さらに管理者の高齢化

や後継者不足も重なったことが挙げられます。 

 また、竹は生命力や繁殖力が極めて強く、手が加えられなくなるとたちまち広範囲に広がる

ことも増加した要因として考えられます。 

 さらに、放置竹林は広範囲に広がる地中に伸びる茎、地下茎によって杉やヒノキなどを枯死、

枯れさせてしまうだけでなく、竹が高く生い茂ることにより、下層部にまで光が届かなくなり、

多くの食物の成長を阻害し、生物多様性を脅かしてしまいます。 

 そのほかにも農業や生活への影響が懸念されており、里山の放置竹林は農地や住宅地にも侵

入し、農作物の生育を妨げたり、倒れた竹が住宅に被害を与えたりするだけではなく、イノシ

シや鹿など住みかになり、近隣の田畑を荒らすなどの獣害も起きております。 

 竹は地表から浅い場所に横に広がって根を張り、竹自身の中にも水分をためるため、山の保

水力が弱まり、土壌が緩んだ際は竹林ごと斜面を滑り落ち、広い範囲で土砂災害を引き起こす

リスクが高まるとされています。 

 当町におきましても、里山だけではなく、住宅地や農地の周辺、またご質問にありました河

川の沿線など放置竹林が散見しており、課題となっております。 

 ご質問の放置竹林への町の対応策といたしましては、森林環境譲与税を活用して竹の間伐や

枯れた竹の搬出などの竹林整備を行っており、昨年度も網掛地区において町道沿い０．４ヘク

タールの竹林整備を行ったほか、今年度からは新たに自治区などが森林整備を行う際に、労務

費の一部を補助する里山整備事業補助金を創設し、間伐や下刈り、竹林整備などといった森林

整備に対する支援を行っております。 

 次に、町として放置竹林の地権者に適正管理を啓蒙する考えについてお答えいたします。 

 放置竹林は一度発生させると復旧が極めて困難になります。町では、竹林の適切な管理を啓

蒙していくため、今後、土地所有者に対し、適正管理に向けて啓発してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、放置竹林による竹害を増やさないためには、間伐や伐採をすることが一番の対策とな

りますが、伐採した竹をどのように有効活用するかも重要となります。 

 他の市町村におきましては、粉砕機を購入して自治区などへ貸出しを行い、伐採した竹を

チップやパウダーにして遊歩道にまいたり、土と混ぜて畑の肥料として再利用する取組を行っ

ているところもあるとお聞きしておりますので、今後、当町でもこのような取組ができないか

研究してまいりたいと考えております。 

１１番（朝倉君） ただいま回答をいただきました。放置竹林についても、放置しておくとです

ね、大変な問題を引き起こすものでございますので、この辺についても十分現状を理解してい

ただく中で、啓蒙事業やその対策事業についても、先ほどご回答にあったようなことを具体化
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できるような形で、ぜひ検討をお願いしたいということをお願いして私の質問を終わります。 

議長（中嶋君） ここで１０分間、休憩いたします 

（休憩 午前１０時３８分～再開 午前１０時４８分） 

議長（中嶋君） 再開いたします。 

 次に、４番 水出康成議員の質問を許します。 

４番（水出君） ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 質問表題として、一つ目に防犯活動について、二つ目に、特色ある教育について行います。 

 初めに、防犯活動について。 

 今年の１月２２日に起きました長野駅前の殺傷事件は、まだ記憶に新しいところと存じます

が、容疑者逮捕に向けた防犯カメラのリレー捜査の効果を捉え、３月の定例会において同僚議

員から本町の防犯カメラ設置に関する一般質問がありました。 

 町として、万が一事件が発生した際には早期解決の一助になるものと考えており、町内に設

置している監視カメラのほか、消防団車両を含む公用車への設置を進めていくことや、町ぐる

みで関係団体とも協力し合い、犯罪を未然に防止する活動に強い意識を持ち取り組まれている

ことを共有できました。 

 また、県では、今年の２月に防犯カメラ設置に関する補助事業を検討する意向を公表してい

ました。 

 一方、県内の犯罪件数の状況について確認してみました。長野県警察の統計資料によります

が、全県の刑法犯認知件数について、令和４年度６，６３５件、令和５年度７，７６９件、令

和６年度７，６７３件でした。６年度は前年度より微減ですが、令和４年から１千件以上の増

加を示し、断定値ですが、令和７年度４月末時点では２，４３０件、前年同月までとの比較で

１７８件、７．９％増加になっていました。 

 坂城町では、令和５年度４１件、令和６年度４２件とほぼ横ばいにあります。令和６年度の

本町の犯罪手口を見ると、自転車盗難７件、万引き４件、出店あらし２件、器物損壊１件、そ

の他２８件となっておりました。 

 数値的な状況もさることながら、殺傷事件や、プールのシャワーヘッドや消防備品の筒先、

ホース金具、電線、農産品などの盗難事件、交通違反現場等、犯罪映像を多く目にしている私

たちは、治安に関する不安は増すばかりと思います。そして、監視や防犯カメラの活用が犯人

の手がかりを探るのに有効であることをますます認知するところです。 

 犯罪抑止につなげるため、防犯カメラを個人や団体で設置される方も増えてきているのでは

ないでしょうか。 

 長野県警察では、地域の防犯活動に取り組もうとしている地域住民により構成される自治組
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織、組合または団体、市町村を対象に、新たに設置する防犯カメラの初期費用の一部を補助す

る事業に関して、令和７年度の実施内容を決め、令和７年度長野県警察街頭防犯カメラ設置促

進事業、以下は防犯カメラ設置事業と言います。について、県ホームページに３月１４日付で

公表しました。 

 公表されている内容を抜粋して紹介しますが、目的は、地域住民の犯罪抑止と不安解消と自

治組織等及び市町村が防犯カメラを設置するための経費を補助することを目的としています。 

 事業内容は、新たに録画機能を持つ防犯カメラを設置する事業が対象となります。 

 補助対象者は、設置場所の所有者の同意を得ること、道路交通法等の法令に基づく許可を取

得することを求められています。 

 補助対象経費等は、防犯カメラの購入及び設置費用が対象となり、自治組織等は経費の

５０％、市町村の場合は３３％の補助率で補助されます。補助金の上限は２５万円となります。 

 補助金の交付申請は、申請者が所定の申請書を提出する。 

 補助金の交付条件は、防犯カメラ設置管理規程等を定め、設置場所の表示、適正管理が求め

られます。 

 防犯カメラの映像の提供は、警察からの協力依頼に応じて画像提供が求められます。 

 申請期間は、令和７年４月１日から同年の１０月３１日まで。予算がなくなり次第、受付が

終了となります。申請期間が短いですが、設置を検討されている団体等にとってはありがたい

補助事業です。 

 県の補助事業ですが、町としてもできるだけ多くの方々に周知し、早めに防犯カメラ設置事

業の存在を知ってもらうことが肝要と考えます。 

 防犯カメラ設置事業として、県より３月に本町へも周知の依頼があったものではと思います。

そこで、町の対応について、防犯カメラ設置事業について、４点伺います。 

 一つ目に、県の促進依頼に関して、各自治区や組織・団体等への周知状況を伺います。 

 二つ目に、設置されている防犯カメラが狙いとしたエリアを撮影できているか、カメラの異

常はないかなど、町公共施設に設置されている防犯もしくは監視カメラ撮影範囲やモニター映

像の定期的な点検状況を伺います。 

 三つ目に、今回の防犯カメラ設置事業を利用する上では、個人のプライバシーの保護に配慮

しつつ短期間で申請するため、県の指導も必要と思われますが、画像についてプライバシー保

護の観点より、個人情報の取扱いに留意する対応について考えを伺います。 

 四つ目に、公共施設において、防犯及び監視カメラの設置は行われておりますが、今回の防

犯カメラ設置事業を通じて、町として防犯カメラ設置箇所追加への考えを伺います。 

 次に、ロとして、町公共施設での防犯訓練について。 

 今年の５月８日に、東京都立川市の市立第三小学校で、同校に女児を通わせている母親の知
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人である４０代と２０代の男２人が校内に乱入。教職員５名に顔面打撲などのけがを負わせた

という前代未聞の暴行事件が発生しました。 

 教職員がさすまたなどを使って男２人を取り押さえた。児童を別教室などに避難させ、机で

バリケードを築くなどし、教職員５人がけがを負ったものの子どもは無事であり、学校の防犯

マニュアルに従った訓練が功を奏したと言われています。 

 遡ると、開かれた学校、昭和６２年の教育改革で、地域住民にも子どもの教育に関わっても

らう学校づくりが推奨されて以来、文字どおり門を開放するなど、各学校は学校関係者以外も

出入りしやすい環境づくりを目指しました。しかし、現在では、不審者侵入を想定するような

危機管理意識は極めて希薄だったと言わざるを得ません。 

 平成１３年に学校内で児童８人が刺殺され、教員を含む１５人が重軽傷を負った大阪教育大

附属池田小学校の児童殺傷事件は、社会を震撼させました。事件は、学校の安全の在り方を見

直す契機となり、危機管理マニュアルの作成や防犯カメラの設置、不審者対応訓練などが全国

の学校で進みました。 

 しかし、今も校内に不審者が侵入する事件は後を絶ちません。令和５年３月１日には、埼玉

県戸田市の中学校に少年が侵入し、教員を切りつけた事件が発生し、文部科学省では、不審者

の学校侵入防止対策の強化を図ることを各教育委員会等に対して、各学校の設置者において危

機管理マニュアルの総点検を行うこと、校門等の施錠管理を支援するオートロックシステム等

の整備について、国の補助事業を拡充するので活用いただきたいことの二つを柱とした学校侵

入防止策の強化について発出しています。 

 しかし、今回、立川市の小学校の事件が発生してしまいました。保護者の関係者が侵入した

という防犯マニュアルの想定に反した事件ではありますが、起きてしまいました。冒頭で触れ

ましたが、防犯マニュアルに基づく対応訓練が行われていたことの効果があったことは評価し

てよいのではないでしょうか。 

 そして、この事件を受けて、緊急に不審者侵入を想定した実地訓練を早速行った学校の報道

もありました。やはり、万一の有事に備えた訓練は必要なことと思います。 

 そこで、比較的多く人が集まる町の公共施設において、代表施設としては保育園、小中学校、

役場、文化センター、図書館、以下を総称して公共施設と言います。侵入事件を想定した防犯

訓練、以下は防犯訓練と言います。について伺います。 

 一つ目に、各公共施設の防犯訓練について、対応状況として訓練の有無、実施の場合は訓練

内容や回数、防御備品や設備の設備整備状況等を伺います。 

 二つ目に、不審者の学校侵入防止対策の強化について、学校の危機管理マニュアルの点検調

査について、直近の確認結果を伺います。 

 三つ目に、公共施設の防犯訓練について、実施された訓練より問題箇所の抽出と改善方法の
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検討は行われているのか伺います。 

 以上について、答弁をお願いします。 

町長（山村君） ただいま、水出議員さんから１番目としまして防犯活動について、イ、ロと具

体的なご質問をいただきました。私からは全体的な考え方についてお話し申し上げまして、詳

細につきましては担当課長から答弁いたします。 

 町では、千曲警察署や町防犯協会、町防犯指導員会などの関係機関と連携して、地域住民の

防犯意識を高め、安全で安心な地域社会の実現を目指して、防犯パトロールの実施や防犯灯の

設置、地域住民への啓発などの防犯活動を実施しております。 

 また、犯罪抑止や安心感の向上、トラブル時の行動把握などを目的に、坂城町防犯カメラの

設置及び運用に関する要綱に基づき、町の施設など管理上必要となる箇所に防犯カメラを設置

し運用しております。 

 防犯カメラの画像についてプライバシーや個人情報の取扱いの質問でありますが、町で防犯

カメラを設置する際は、施設管理や犯罪の抑止効果などを明確にした上で、必要とされる箇所

に設置をしております。 

 また、設置したカメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができる個人

情報であり、撮影される側のプライバシーを侵害することないよう、十分に配慮をしておりま

す。 

 町施設等に設置した防犯カメラにより撮影した画像は、施設内の事務所に記録媒体を設置し、

一定期間経過後には消去を行い、個人情報の漏えい防止に努めているところであります。 

 次に、防犯カメラ設置箇所追加の考えとのご質問でありますが、現在、施設管理や防犯の観

点から、必要とされる施設を選定し、カメラを設置しております。 

 今後につきましても、新たな施設の建設などの際には、防犯上必要と考えられる箇所につい

て、設置の検討を行ってまいりたいと考えております。 

 町としましては、今後も引き続き、地域住民や警察、町防犯協会、町防犯指導員会、青少年

を育む町民会議、千曲少年警察ボランティアなど関係団体と連携した防犯体制の強化を図り、

犯罪から住民生活を守るとともに、地域ぐるみの防犯活動や防犯意識の啓発に努め、犯罪の起

こりにくい環境づくりを推進してまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロの町公共施設での防犯訓練についてでありますが、役場、文化センター、図

書館は、不特定多数の方が利用する施設であるのに対し、保育園、小中学校は子どもや保護者、

教職員等特定された人物が利用する施設であり、侵入者に対する予防策や対応は異なってまい

ります。 

 詳細につきましては、この後担当課長からお答えいたしますが、共通する対応といたしまし

ては、防犯カメラによる監視のほか、さすまたやカラーボールなどの防御備品を準備しており、
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各職員においては、有事の際は複数の職員で対応することや、警察に連絡することなど、対応

の手順や役割を確認し、万が一の事態に備えているところであります。 

 また、他市町村で発生している事例では、職員の対応の仕方が発端となり、トラブルに発展

するケースもあることから、防犯訓練や防御備品などの整備に限らず、町ではこれまでも接遇

研修やクレーム対応研修などを実施し、誠意を持った対応ができるよう努めてきており、今後

につきましても、このような機会を通して、職員のさらなるスキルアップを図り、来場者との

トラブルの未然防止に努めてまいりたいと考えております。 

住民環境課長（山下君） １．防犯活動についてのイ．防犯カメラ設置促進についてのうち、各

自治区や組織団体等への周知状況と、町公共施設に設置されている防犯カメラの撮影範囲やモ

ニター画像の点検状況についてお答えいたします。 

 ご質問にありました、長野県警察で実施をしている令和７年度長野県警察街頭防犯カメラ設

置促進事業につきましては、住宅侵入や車上荒らしなどの地域住民の身近で起きる犯罪などの

抑止を目的として、連続して録画できる機能を有する防犯カメラの設置費用の一部について、

補助を行う事業であります。 

 また、補助対象者は、地域の防犯活動に取り組もうとする地域住民により構成される自治組

織及び組合または団体で、総会、役員会その他、意見を集約する場において、防犯カメラを設

置することが承認されている団体であり、そのほか市町村や教育委員会なども補助対象となり

ます。 

 この事業の各自治区や組織団体等への周知状況につきましては、事業の実施主催として、長

野県警察や千曲警察署において、ホームページ等により周知を行っております。 

 また、今年度の更埴防犯協会定期総会や更埴職域防犯協会定期総会においても、千曲警察署

生活安全課や防犯協会が、積極的に事業のＰＲをしており、今後、町といたしましても千曲警

察署等と連携し、今後開催予定であります坂城町防犯協会定期総会を通じて、周知してまいり

たいと考えております。 

 次に、公共施設に設置されている防犯カメラの撮影範囲やモニター画像の点検状況について

でございますが、撮影の状況は、日々、施設内にあるモニターで確認しており、撮影範囲に支

障を来す場合や、設備に異常が発覚した際には、必要に応じて保守点検業者に確認するなど、

速やかに対応を行っております。 

教育文化課長（細田さん） １．防犯活動について、ロ．町公共施設での防犯訓練についてお答

えいたします。 

 保育園、小中学校につきましては、法令等において、不審者侵入などの危険等発生時の危機

管理マニュアルなどの作成が義務づけられており、町内の各園、各学校においても作成し、対

応しているところであります。 
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 ご質問の侵入事件を想定した防犯訓練の状況といたしましては、保育園では、各園で作成し

ている安全計画の中で定めている不審者立入り対応マニュアルに合わせた訓練を、年１回実施

しております。 

 訓練の内容といたしましては、不審者の侵入を想定した園内での情報伝達の手順の確認、園

児の安全確保、避難、警察等への外部通報といった手順で、職員を不審者役として実際に行っ

ているところであります。 

 小中学校におきましては、各学校で不審者侵入時における対応マニュアルを策定しており、

保育園同様、発生時の職員の役割の確認や校内での情報伝達の手順、児童生徒の安全確保、避

難、警察等への外部通報といった手順を、年１回職員全員で確認を行っているところです。 

 また、小学校におきましては、児童・教職員を対象に外部講師を招き、通報や不審者対応、

児童誘導等の学習や訓練を実施し、安全対策に努めております。 

 次に、防御備品や設備の整備状況といたしましては、まず、予防策として、先ほど、町長の

答弁にもございました防犯カメラやさすまた等の準備以外に、保育園では、園の敷地内へ入る

門を常に閉じておくことで侵入しづらい状況にしているほか、学校においては、校舎入り口の

事務室において、来校者の確認などにより不審者の侵入防止に努めているところであります。 

 続きまして、役場、文化センター、図書館においては、保育園、小中学校と違い、広く多く

の皆様が集まる施設であり、どの施設においても業務の性質上、侵入防止策を講じるのではな

く、誰もが気軽に相談などに来庁・来館いただける雰囲気づくりに努めており、最近の事件に

あるような保育園や小中学校に通う児童生徒など特定された人物を狙った侵入は、想定しにく

いと考えます。 

 しかしながら、施設内において職員や建物等へ危害を加えようとするなどの不適切な行動事

例は、他の自治体でも発生しており、当町においてもないとは言い切れないことから、先ほど

の町長からの答弁にもありましたとおり、対応の手順の確認や、防御備品の準備をしていると

ころであります。 

 次に、学校の危機管理マニュアルの点検調査の結果についてのご質問にお答えいたします。 

 直近の調査といたしましては、令和５年に埼玉県戸田市の中学校において、刃物を持った不

審者が校内に侵入し、教員がけがを負う事件が起きたことから、同年３月に文部科学省から不

審者の学校侵入防止対策の強化について通知が発出され、各学校において危機管理マニュアル

の点検・見直しが求められました。 

 このことに併せ、文部科学省の通知に基づき全国小中学校に対し、危機管理マニュアルの作

成の有無、またマニュアルへの不審者侵入時の対処方法の記載の有無の調査が実施され、当町

においては、小中学校４校全てにおいて不審者侵入時の対処方法が記載されたマニュアルが作

成されていることを確認し、報告したところであります。 
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 今後も、児童生徒の命と安全を守るため、訓練の実効性を高めるとともに、日常の危機意識

の醸成を図る中で教育を継続し、防犯対策の一層の充実に努め、引き続き、地域や関係機関と

も連携しながら、安心・安全な学校づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 続いて、防犯訓練について問題箇所の抽出と改善方法の検討についてでありますが、不審者

侵入対応訓練を実施している保育園では、訓練後において、反省点を各園の職員間で話し合う

ほか、３園で保育内容を話し合う検討会の中でも、各保育園の訓練で課題となったことなどに

ついて検討事項として議題とし、３園共通の園児の安全確保策を話し合い、共有することで、

有事の際の園児の安全確保に万全を期しているところであります。 

 また、防犯上の軽微な懸案事項につきましても、その都度、交番や千曲警察署に相談し、対

応いただくなど、平常時から警察との連絡を密にすることで、子どもたちの安全確保を図って

いるところであり、万が一の緊急時においても、迅速な対応が可能になると考えるところであ

ります。 

 いずれにいたしましても、有事における対応を図れるよう、職員間で情報を共有し、問題

点・疑問点等がある場合は、早急に話し合い、解決することで、自身を含め子どもたちの安全

確保や、防犯対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

４番（水出君） ただいま、町長及び担当課長より丁寧な説明やら答弁をいただきました。まず、

防犯カメラ設置についてはですね、せっかく県の事業で補助があるというところも、うまく活

用する中、特に取付けを進めたい団体等があればですね、できるだけその辺はフォローして手

助けをする中で設置できればなと思います。まずは、本当にこういう情報を知らなかったとい

うことがあると一番いけませんので、その辺について周知徹底はこれからもお願いしたいかな

と思います。 

 あと、防犯訓練で不審者侵入に対しての対応訓練でございますけれども、保育園については、

先生がある程度不審者になって訓練をされて、その辺を含めて情報交換したり、改善されてい

るということで、大変いいのかなと思っております。 

 あと、いずれにしろ、小学校、中学校も含めてですけれども、やはり防犯等こういったもの

は、防災と同じように全くの１００点満点という回答はないと思うんですよね。必ず何かしら、

特に実地でやっていく訓練の中で、動きの中やら場所を含めて、やっぱりこのようにしたらと

いうのが必ず、人も変われば出たりもしますし、そういったところをやっぱり積み重ねていく

のが安心・安全なまちづくりだと思いますので、管理マニュアルにとらわれて、それを頭の中

で確認するだけでなく、実地の中でやっぱりいろんな動作を行って、改善を日々というか、年

ですかね。していくということは重ねてお願いしておきたいかなと思います。 

 それでは、次の質問に入らさせていただきます。 

 二つ目の表題ですが、特色ある教育について。 
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 今月、令和６年度の１年間に生まれた日本人の子どもの出生数について、冒頭、同僚議員か

らも話がありましたけれども、６８万６千人ということで、前年度より４万１千人余り減少し

たという話がありました。 

 統計を始めて、初めて７０万人を下回ったという厚生労働省の発表でございますけれども、

人口減少を止めることは難しい状況にある中、国や各自治体では、子育て支援、婚活支援など

の充実を図り、取り組まれているところであります。 

 そういった中、関連していろいろ見ている中で教育移住という言葉を目にしました。

２０２０年頃から言葉としては使われるようになってきたそうですが、教育移住とは、教育を

目的としてほかの地域に移り住むことをいいます。海外留学やスポーツや芸術など、得意な才

能を伸ばす上で有名校や著名な指導者の下へ家族ごと移住するということは、過去からもあり

ました。 

 特にコロナ禍以降、リモートワークが可能になったことで、子ども時代は自然とともに生き、

遊んで学ぶ、豊かな心を育むことができる教育環境を選び、移住する人が増加しているようで

す。子どもを持つ親にとって、教育は大きな関心事の一つです。よりよい教育を子どもに受け

させたいと考える人は少なくないでしょう。 

 それを実現する方法として、教育移住という選択肢に先進的な教育環境を掲げて、教育移住

を推進している学校があります。掲げている学校の先進的教育の特徴は、ＩＣＴ教育、理数教

育に創造性教育を加えた学び、ＳＴＥＡＭ教育、ＳＴＥＡＭとは科学、技術、工学、芸術、数

学の五つの英単語の頭文字を合わせた造語だそうです。そのほか国際教育と子どもたちが自立

と共生の力を身につけ、自分なりの人生を歩むことを目指したイエナプラン教育、自然教育、

地域活動体験学習教育、この六つを教育特徴として、いずれかを掲げて各校は紹介されていま

した。長野県内でも教育移住としては、私立校ですが、３校ほど紹介がありました。 

 本町も、教育移住ということでの意識ではございませんが、坂城小学校では学有林に関わる

自然教育、村上小学校では地域の方々と関わる地域活動体験学習、南条小学校では地域コミュ

ニティ学習の金管バンドなど、各校の特色ある教育がなされております。 

 そこで、令和７年度学びの改革リーディング校支援事業の指定を受けることで、将来特色あ

る教育の町として選ばれる学校への期待を膨らませたいところであります。本年度より、学び

の改革リーディング校、以降はリーディング校と言います。その指定を受け、学校づくりの取

組が開始されております。 

 質問として一つ目に、リーディング校支援事業の内容を伺います。 

 二つ目に、本町は何を目指し、どのような取組を取組事項としたのか、概要を伺います。 

 三つ目に、取組が始まる中、従来との違いなど、現在の状況を伺います。 

 ロとして、成果を広める活動について。 
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 このリーディング校支援事業では、学校の取組を充実させ、成果を地域に広めていくことを

目的に求められています。どのような成果を期待しているのか伺います。 

 二つ目に、成果を広める活動のイメージはどのように考えているのか伺います。 

 以上について答弁をお願いします。 

教育長（塚田君） ２．特色のある教育についてのご質問に順次お答えいたします。 

 昨年度、全ての子どもが好きや楽しい、なぜをとことん追求するために、自らの学び方等を

選択でき、自己実現できるウエルビーイングな学校を目指す長野県教育委員会の事業、ウェル

ビーイング実践校ＴＯＣＯ－ＴＯＮ（トコトン）に、町内４小中学校が共同で応募しました。 

 残念ながら、ウェルビーイング実践校ＴＯＣＯ－ＴＯＮの指定を受けることはできませんで

したが、これまで町内４小中学校が共同で進めてきたクロームブック等のＩＣＴ機器を活用し

た４人グループでの学び合い、特別支援教育のノウハウを生かした多様な子どもを包み込む環

境づくり等が評価され、学びの改革リーディング校として指定されたところであります。 

 初めに、イ．学びの改革リーディング校についてのご質問のリーディング校支援事業の内容

でありますが、本支援事業は、長野県教育委員会が掲げる教育改革の施策方針に基づき、先進

的・先端的な学びの実現を目指し、新しい学びの形を創出する取組を支援するもので、事業期

間は令和７年度、８年度の２年間であります。 

 県が提供する支援メニューとして、加配教員の配置、他の先進校への視察機会の提供、有識

者による学校訪問指導、県指導主事の要請優先対応、県教育委員会指定のウェルビーング実践

校ＴＯＣＯ－ＴＯＮとの合同研修会やフォーラムへの参加など、多角的な支援体制が整えられ

ております。当町におきましては、本年度から県から配置された加配教員を中心に、町内４小

中学校において、さらなる教育改革に取り組んでおります。 

 次に、当町の目指す姿についてお答えします。 

 ＡＩ技術の発達など急激に変化する現代社会では、知識基盤社会から知恵を出し合い、ある

いは協力して課題を解決する社会に変化してきています。この変化に対応するため、学校教育

においては、一人一人の子どもが、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を

価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な変化を乗り越え、豊かな人生を

切り開き、持続可能な社会のつくり手となるよう、その資質・能力を育成することが求められ

ております。 

 また、令和６年度こども白書でも示されているように、日本の子どもたちの自分自身に満足

しているという自己肯定感は向上しつつもあるも、諸外国の子どもたちに比べて低い傾向があ

ります。文部科学省の分析によると、「日本においては、諸外国と比べて、自己肯定感と自己

有用感が強い関係にある。自己有用感とは、他者からの評価から生まれる自己肯定感のことで、

自己有用感が高いと自分に自信が持てるだけではなく、自分のことをよいと評価してくれる人
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を大切にするため、人間関係が良好に保たれやすい傾向がある。」「学校において、学級やグ

ループで課題を設定し、自ら考え、自分から取り組むなどの主体的な学びや、友達との話合い

などの他者との協働等を行っている子どもは、「自己有用感」に関する意識が高い傾向があ

る。」とあります。 

 これらを踏まえ、当町の４小中学校の目指す姿を、「子どもも、教職員も、自己肯定感を高

めることができる学校づくり」とし、共有ビジョンとして「自己有用感を高めることができる

学校づくり」の実現を掲げております。 

 次に、当町の取組と従来との違いや現況についてお答えします。 

 一つ目に、これまでも当町で取り組んできたクロームブック等のＩＣＴ機器を活用した４人

グループでの学び合いを取り入れた授業改善をさらに進めてまいります。 

 １５０年前から現在まで、これまで主流として行われていた一斉授業から脱却し、４人１グ

ループで生徒同士が、お互いに質問をしたり相談をしたりして、学びを深めていく協働的な学

びを軸とした学習形態へと転換を進めております。 

 本年度からは、４人１グループの学習についても、これまでの何々について考えよう、何々

を調べてみようといったＬｅｔ’ｓ型、やろうというところから、なぜだろう、どうしてだろ

うといったＱＷＨ型、Ｑｕｅｓｔｉｏｎ、Ｗｈｙ、Ｈｏｗなどの問いかけをすることにより、

今まで以上の積極的な意見交換を促しています。 

 子どもたちは、互いの違いを認め合い、友達との関わりの中で自己有用感を実感し、それを

積み重ねることで自己肯定感が育まれることが期待されます。 

 二つ目に、麻布教育ラボ「校内研イノベーション」を町内４小中学校で実践し、授業研究会

の在り方を変革していきます。 

 授業研究会では、従来の授業者が勉強するための研究会から、参観者が主体的に学び合う形

式へと改善することで、教職員の自己有用感が高まり、授業改善等にも前向きに取り組むこと

ができると考えています。教職員は、子どもが自己肯定感を高めることに大きな影響を与えて

います。自己肯定感が高い教職員が子どもに接することで、子どもによい影響を与え自己肯定

感を高めることにつながると考えております。 

 三つ目に、多様な子どもを包み込む環境を整えていきます。 

 当町では、町独自にすくすく相談、すくすくランド、教育支援委員会等の発達フォローを行

い、その子の特性に応じた支援を早期に実施し、通常の学級への適応を図っていくことが可能

となっています。インクルーシブ教育システムが一層機能するように、特性に応じた指導や支

援の在り方等を研究し実践することで、子どもたちの自己肯定感を高めることにつながると考

えております。 

 四つ目に、子どもと向き合う時間、子どもがわくわくする授業の教材研究をする時間等を確
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保できるように、日課等を見直していきます。 

 教職員は、多岐にわたる業務の中で、指導内容をこなすことに精一杯となっている現状があ

ります。各校において日課等の見直しを進め、１単位時間の授業時間の変更、下校時刻を早め

る、午前授業日を設ける等の工夫を進め、子どもと向き合う時間を確保したいと考えています。

また、子どもにとって魅力ある授業づくりのために、勤務時間内に教材研究をする時間を確保

することも可能となります。さらに、保護者との個別懇談を年２回実施し、家庭と連携を深め、

子どもたちをサポートしていきます。時間に余裕が生まれることで、子どもや教職員のモチ

ベーションの向上につながると考えています。 

 これらの取組を通して、子どもも、教職員も、自分が他者の役に立っていると感じる自己有

用感を高め、自分自身を価値ある存在として肯定する気持ちである自己肯定感を高めることに

つながっていくと考えております。 

 先月１４日に坂城中学校において、授業公開を行い、全体講師の麻布教育ラボ所長の村瀬先

生や町内３学校の教職員が参観しました。授業の中で、先生が投げかけた問いに対し、４人

１グループとなった生徒たちは、クロームブックを活用しながら、活発に意見交換を行う姿が

見られました。参観された全体講師の村瀬先生からは、生徒たちの学び合いが起こる先生の問

いづくりの工夫等が評価される一方で、授業後に行われた授業者と参観者との授業研究会では、

従来のような授業者の指導方法に対する評価の話合いになってしまい、子どもの姿を通して学

んだことの話合いがなされていなかったグループもあったとのことでありました。 

 今後、それぞれの小学校でも授業公開が予定されておりますので、引き続き改善に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロ．成果を広める活動について、どのような成果を期待するかについてお答え

いたします。 

 当町では、子どもも、教職員も、自己肯定感を高めることのできる学校づくりを根幹に据え

て、その実現に向けて町内４小中学校が同一歩調で取り組んでおります。子どもたちの自己肯

定感が高まることで、精神的に安定し、困難にも冷静な気持ちで乗り越えることができると考

えます。また、ありのままの自分と他者を認める力を育て、変化の激しい社会の中でも他者と

協働しながらしなやかに生き抜く力を身につけることが期待されます。 

 また、この取組は、単なる学習方法の改革にとどまらず、教職員自身が子どもの見方を問い

直す機会ともなっております。従来の一斉授業から協働的な学びへの転換、授業者が学ぶ研究

会から参観者が学ぶ研究会への見直し、子どもの特性に応じた指導や支援の在り方等、教育観

そのものをアップデートしていくことで、児童生徒の学力や社会性の向上のみならず、教職員

の意思改革や専門性の向上にもつながるものと認識しております。 

 次に、成果を広めるための活動についてお答えします。 
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 学びの改革リーディング校支援事業におきましては、その成果を地域の学校へ広めていくこ

とを目指しておりますが、本町におきましては、坂城町学校職員会を組織し、町内４小中学校

が、横断的に連携して取組を進めております。各校の授業公開において、互いに授業を参観し、

授業研究を行い、学びの改革を進めていることから、いわゆる周辺校への情報発信は、日常的

な連携の中で実施されている状況にあります。 

 今後は、本年度の実践を基に、来年度も授業公開や授業研究会を継続するとともに、長野県

教育委員会の協力を得て、授業公開日等に他市町村の教職員を招く機会を設けるなど、より広

域的な教育改革の一助となるよう努めてまいります。 

 また、各学校のホームページには、学びの改革リーディング校として目指すものを踏まえた

学校の教育方針等が掲載されております。あわせて、児童生徒の日常的な様子が、学校のホー

ムページや町のホームページにも掲載されております。学校生活における児童生徒の生き生き

とした姿を、多くの人に知っていただきたいと思います。 

 今後も、引き続き、町内外の教育関係者との情報交換や協働を通じて、持続的な教育改革と

地域全体での子どもの育成に取り組んでまいりたいと考えております。 

４番（水出君） ただいまは、教育長より丁寧な説明をいただきました。学びの改革リーディン

グ校支援事業については、２年後の成果を大いに期待したいところです。 

 冒頭、教育移住なる言葉に触れましたが、移住そのものが目的でなく、やはり坂城町の学校

はすごい、すばらしい、そんな評価を受けることで、私たち町民も張り合いやら誇りに思え、

また活力が出てくるのかなと思っております。こういったことを、また県内の教育レベルが上

がるとともに、いろいろなところに広がり、町としてもうまくプロモーションができるような

ものにつながればいいなということで期待しております。私も自己肯定感を持てるように、議

員活動をまた頑張っていきたいなと思っております。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

議長（中嶋君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１８日は午前９時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

（散会 午前１１時３９分） 
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